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本書は，電力広域的運営推進機関第二事務所のＰＭ業務，設計・監理業務，什器購入

設置，ＡＶシステム工事に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式，評価の

手続き及び提案の配点基準を以下に記す。 

 

 

第１章 落札方式及び得点配分 

１．１ 落札方式 

次の要件をともに満たしている者のうち，「１．２ 総合評価点の計算」によって得

られた数値の最も高い者を落札者とする。 

①入札価格が予定価格の範囲内であること。 

②別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を，全て満たして

いること。 

 

１．２ 総合評価点の計算 

 

総合評価点 ＝ 技術点 ＋ 価格点 

 

技術点＝基礎点 ＋ 加点 

価格点＝価格点の配分(※) × （ １ － 入札価格 ÷ 予定価格) 

※なお，技術点の配分と価格点の配分は，２：１とする。 

 

１．３ 得点配分 

技術点に関し，必須及び任意項目の配分を 200 点，価格点の配分を 100 点とする。 

技術点 200 点 

価格点 100 点 

 

 

第２章 評価の手続き 

２．１ 一次評価 

まず，以下の基準により一次判定を行う。 

・別添「評価項目一覧」の「提案要求事項（項番１～８）」の，評価項目が必須の

「提案書頁番号」に提案書の頁番号が記入されている。 

一次評価で合格した提案書について，「２．２ 二次評価」を行う。 

 

２．２ 二次評価 

「２．１ 一次評価」にて合格した提案書に対し，「第３章 評価項目の加点方法」

にて記す評価基準に基づき採点を行う。この際，別添「評価項目一覧」に記載される
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「提案要求事項（項番１～８）」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が０と

なった場合，その応札者は不合格となる可能性がある。複数の評価者が評価を行うた

め，各評価者の評価結果（点数）を合計し，それを平均して技術点を算出する。 

   

２．３ 総合評価点の算出 

以下を合計し，総合評価点を算出する。 

①「２．２ 二次評価」により与えられる技術点 

②入札価格から，「１．２ 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点 

③技術点及び価格点に小数点第２位以下の端数を生じた場合は切り捨てとする。 

 

 

第３章 評価項目の加点方法 

３．１ 評価項目得点構成 

評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており，その合計にて提案要求事項

毎の得点が決定される。(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧」の

「提案要求事項一覧」の「得点配分」欄を参照) 

 

３．２ 基礎点評価 

基礎点は，提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。評価の

際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ，充足し

ていない場合は０点となる。提案者は，提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足

することを示さなければならない。一つでも要件が充足できないとみなされた場合は，

その応札者は不合格となる可能性がある。なお，各提案要求事項の基礎点を評価する際

の観点は，別添「評価項目一覧」にて「評価基準」として示している。 

 

３．３ 加点評価 

加点は，全ての提案要求事項について設定されており，各提案要求事項の加点を評価

する際の観点に沿って評価を行う。各提案要求事項の加点を評価する際の観点は，別添

「評価項目一覧」にて｢評価基準｣として示している。 

 

 


